


労災保険とは

労災保険とは、労働者が業務や通勤が原因で、負傷したり、病気に
なったり、さらには死亡したときに、治療費など必要な保険給付を行う
制度です。外国人でも日本国内で働いている限り、労災保険が適用され
ます。

【原因・事由】 【災害分類】

健康保険

【保険】

その他 その他の災害

2

※労働災害に健康保険は使えません。

労災保険給付の種類

◆療養（補償）等給付：業務または通勤が原因となった傷病の療養を受けるとき
　の給付

◆休業（補償）等給付：業務または通勤が原因となった傷病の療養のため、労働
　することができず、賃金を受けられないときの給付

◆傷病（補償）等年金：業務または通勤が原因となった傷病の療養開始後、１年
　６か月たっても傷病が治ゆ（症状固定）しないで障害の
　程度が傷病等級に該当するときの給付

◆障害（補償）等給付：業務または通勤が原因となった傷病が治ゆ（症状固定）し
　て障害等級に該当する身体障害が残ったときの給付

◆遺族（補償）等給付：労働者が死亡したときの給付
◆葬祭料等（葬祭給付）：労働者が死亡し、葬祭を行ったときの給付
◆介護（補償）等給付：障害（補償）等年金または傷病（補償）等年金の受給者のう

　ち、一定の障害により、現に介護を受けているときの給付

複数業務

要因災害

【詳しくは】 第二編　 ・ 業務災害　　　　　　　  →  　P３へ

　　　　　　　　　　　　 　　複数業務要因災害　  →  　P５へ



・療養の給付・療養の費用請求書　  →  　P３７へ

・療養（補償）等給付　　　　　　　 　　  →  　P１４へ

労災病院や労災保険指定医療機関（以下「指定医療機関」）で、無償で治療を受けることができます。

やむを得ず指定医療機関

指定医療機関を経由して労働基準監督署に請求書を提出してください。

①②ともに、傷病が治ゆ（症状固定）するまで受けることができます。

してください。



その他の医療機関
で受診※３

　指定医療機関

治療費などの支払い

で受診※１

があります。

（業務災害・複数業務要因災害の場合は様式第5号

  通勤災害の場合は様式16号の3）

（業務災害・複数業務要因災害の
場合は様式第7号
通勤災害の場合は様式16号の5）

請求書



・休業（補償）等給付請求書　  →  　P４１へ

・休業（補償）等給付　　 　　  →  　P１６へ

（例1）月20万円の賃金（賃金締切日は毎月末日）で、10月に事故が起こった場合

　　20 万円×3 か月÷92 日［7 月（31 日）+8 月（31 日）+9 月（30 日）］≒6,522 円

　　6,522 円×80%≒5,217 円

　　→　休業１日につき給付基礎日額の 80% にあたる 5,217 円が支給されます。

（例2）会社Aと会社Bの2社に就業し、会社Aからは月20万円、会社Bからは月10万円の賃金

　　（賃金締切日はA,Bともに毎月末日）で、7月に事故が発生した場合

　　会社Aの給付基礎日額

　　（20万円）×3か月÷91日［4 月（30 日）＋5月（31日）＋6月（30日）］=6,593.40 円

　　会社Bの給付基礎日額

　　（10万円）×3か月÷91日［4 月（30日）＋5月（31日）＋6月（30日）］=3,296.70 円

　　6,593.40円＋3,296.70円≒9,891円

　　9,891円×80%≒7,912円

　　→　休業1日につき各就業先の給付基礎日額を合算した額の80％にあたる7,912円が支給されます。

休業（補償）等給付

＜支給要件＞
　①～③のすべての要件を満たす必要があります。
　　①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養であること
　　②労働することができないこと
　　③賃金を受けていないこと

＜支給内容＞
　休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80%（保険給付60% ＋特別支給金20%）が支給され
　ます。なお、複数事業労働者の場合は、複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の
　80%（保険給付60%＋特別支給金20%）が支給されます。

＜請求方法＞
　本人が、直接、労働基準監督署に請求書を提出してください。

＜留意点＞
　休業初日から3日目までは労災保険からの支給はありません。この間は、業務災害の場合、事業主が
　休業補償(1日につき平均賃金の60%）を行うことになります。
　ただし、複数業務要因災害・通勤災害の場合には、事業主の補償責任についての法令上の規定はありません。

時効・・・賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年

仕事中または通勤中の事故によるケガの治療のために会社を休んだ場合、どの

ような補償が受けられるのでしょうか。

休業（補償）等給付

・・・１日につき、給付基礎日額（※）の80％

　　　（保険給付60％＋特別支給金20％）

※ 「給付基礎日額」は、原因となった事故直前３か月分の賃金を暦日数で割ったもの

　（平均賃金）です。



保険給付の支払

休業（補償）等給付

休業（補償）等給付支給請求書

（業務災害・複数業務要因災害の

場合は様式第8号、通勤災害の

場合は様式16号の6）



兄弟姉妹です。ただし、妻以外の遺族は、被災労働者の死亡当時に、一定の高齢または年少で

あるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。

遺族（補償）等給付、葬祭料等（葬祭給付）を受けることができます。

（補償）等 （補償）等

遺族（補償）等一時金

遺族（補償）等年金

（補償）等

（補償）等

（補償）等年金前払

（補償）等

してください。

してください。

P9

遺族（補償）等年金

・遺族（補償）等給付請求書　  →  　P４５へ

・遺族（補償）等給付　 　　　　  →  　P２６へ

遺族（補償）等給付



遺族（補償）等給付を受けるための手続き

労働

・遺族（補償）等年金支給請求書

（業務災害・複数業務要因災害の場合は様式

第12号、通勤災害の場合は様式16号の8）

・遺族（補償）等一時金支給請求書

（業務災害・複数業務要因災害の場合は様式

第15号、通勤災害の場合は様式16号の9）



葬祭料等（葬祭給付）

葬祭料等（葬祭給付）

葬祭料等（葬祭給付）

P32

P49

療養（補償）等給付、休業（補償）等給付、障害（補償）等給付、

傷病（補償）等年金、遺族（補償）等給付

（補償）等

してください。

してください。



（補償）等

（補償）等

（補償）等

介護（補償）等給付（補償）等

ゆ

ゆ

傷病（補償）等年金



・障害（補償）等給付請求書　  →  　P４３へ

・障害（補償）等給付　 　　　　  →  　P１８へ

（補償）等

介護（補償）等給付、外科後処置、アフターケア、
（補償）等

ゆ

ゆ

ゆ

障害（補償）等年金

仕事中または通勤による負傷や疾病が治ゆ

傷病が治ゆ

してください。

年金または一時金が支給されます。



指定された振込口座へ

保険給付の支払

治ゆ（症状固定）

障害（補償）等給付支給請求書

（業務災害・複数業務要因災害の

場合は様式第10号、

通勤災害の場合は様式16号の7）



（令和４年３月１日現在）

73,090円～ 171,650円
36,500円～  85,780円

① 　　（補償）等　　　　　　　　（補償）等　　　　　または２級で高次脳機能障害、
　 身体性機能障害などの障害を残し、常時あるいは随時介護を要する状態にあること

　 介護老人保健施設などに入所していないこと

・介護（補償）等給付請求書　  →  　P５１へ

・介護（補償）等給付　 　　　　  →  　P３３へ

（補償）等

障害（補償）等給付、傷病（補償）等年金（補償）等

してください。

後遺症状が変化したり、後遺障害に付随する疾病を発症

内で受けることができます。また、一定の要件を満たす場合は、診察等に要した通院費の支給を受

けることができます。

ことができます。また、一定の要件を満たす場合は、処置・診療に要した旅費の支給を受けることができます。

ゆ

ゆ

は、（補償）等

（補償）等

（補償）等

診察、保健指導などを一定の範囲





ケガ

業務災害・複数業務要因災害の場合と同様

業務災害・複数業務要因災害の場合と同様

P６へ



（R4.3）

　  →  　P１３へ


